
政
令
第

号

環
境
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
五
項
及
び
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

環
境
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
政
策
立
案
総
括
審
議
官
」
の
下
に
「
、
公
文
書
監
理
官
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
政
策
立
案

総
括
審
議
官
」
の
下
に
「
、
公
文
書
監
理
官
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
」

を
加
え
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

公
文
書
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
環
境
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
公
文
書
類
の
管
理
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
の

公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
事
務
並
び
に
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す

る
。

第
十
六
条
中
第
十
五
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第

十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



十
四

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
の
行
う
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
三

号
）
第
十
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

環
境
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
環
境
の
保
全
に
関
す
る
事
業
者
及
び
国
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
教
育
及
び
こ
れ
ら
の

者
の
学
習
の
振
興
（
第
十
八
条
に
お
い
て
「
環
境
教
育
等
の
振
興
」
と
い
う
。
）
並
び
に
国
民
又
は
営
利
を
主
た
る
目
的

と
し
な
い
民
間
の
団
体
が
自
発
的
に
行
う
環
境
の
保
全
に
関
す
る
活
動
（
同
条
に
お
い
て
「
非
営
利
環
境
保
全
活
動
」
と

い
う
。
）
の
促
進
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
八
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
も
の
（
」
の
下
に
「
環
境
教
育
等
の
振
興
及
び
非
営
利
環
境
保
全
活
動
の
促
進
に
係
る

も
の
並
び
に
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
ハ
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
環
境
教
育
等
の
振
興
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え

、
同
号
ニ
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
非
営
利
環
境
保
全
活
動
の
促
進
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
を
削

り
、
同
条
第
六
号
中
「
も
の
（
」
の
下
に
「
環
境
教
育
等
の
振
興
及
び
非
営
利
環
境
保
全
活
動
の
促
進
に
係
る
も
の
並
び
に
」

を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。



附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

環
境
省
の
所
掌
事
務
の
的
確
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
新
た
に
大
臣
官
房
に
公
文
書
監
理
官
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
大
臣
官

房
総
合
政
策
課
及
び
環
境
経
済
課
の
所
掌
事
務
を
変
更
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


